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テーマ： M&Aにおけるグループ通算制度の留意点 
（時価評価課税・繰越欠損金の取扱い） 

バックナンバー

はこちらから 

M&Aの実施においては、グループ通算加入・離脱等に際しての時価評価課税や、加入時の繰越欠損

金切り捨てなどに留意が必要です。 

1．グループ通算制度に加入・離脱等の際、時価評価対象から除かれる法人 

項目 内容 

グ
ル
ー
プ
通
算
制
度
へ
の
加
入 

通算グループ内の新設子法人 
通算法人内で通算親法人による完全支配関係となる新設

子法人 

適格株式交換等完全子法人 
通算親法人を株式交換等完全親法人とする適格株式交換

等に係る株式交換等完全子法人 

完全支配関係発生直前に支配関
係がある法人で、適格組織再編
成と同様の要件を満たすもの 

通算親法人による完全支配関係が生じた場合、①完全支
配関係継続要件、②従業者継続要件、③主要事業継続要
件の 3つをすべて満たす法人 

完全支配関係発生直前に支配関
係がない法人で、適格組織再編
成の共同事業要件を満たすもの 

通算親法人による完全支配関係が生じた場合、①完全支
配関係継続要件、②事業関連性要件、③事業規模比 5倍
以内または特定役員継続要件、④従業者継続要件、⑤主
要事業継続要件の 5つをすべて満たす法人 

グ
ル
ー
プ
通
算
制
度
か
ら
の

離
脱
等 

（
通
算
子
法
人
の
場
合
） 

損益通算の適用を受けない法人
（初年度離脱通算子法人） 

通算親法人との間に通算完全支配関係を有することとな

った日の属する通算親法人の事業年度終了の日までにそ

の通算完全支配関係を有しなくなる通算子法人のうち、

その通算完全支配関係を有することとなった日以後 2 か

月以内にその通算完全支配関係を有しなくなる法人 

通算グループ内合併または残余
財産の確定により通算承認の効
力を失う法人 

他の通算法人を合併法人とする合併が行われたこと又は

残余財産が確定したことに基因してその通算承認の効力

を失う法人 

グループ通算制度から離脱する法人が離脱時において、①主要な事業の継続見込みがあること、又

は②離脱する法人の株式の譲渡等による損失が見込まれていないこと、を満たす場合も時価評価対象

になりません。 

2．グループ通算制度加入時の繰越欠損金の切り捨て 

1） 時価評価対象法人となった場合には、グループ通算適用前の繰越欠損金は切り捨てられます。 

2） 時価評価対象外法人となった法人で次のいずれかを満たす場合は、繰越欠損金の切り捨ては生じ

ません。 

 通算承認の効力が生じた日の 5年前の日又はその通算法人の設立の日のいずれか遅い日からその

通算承認の効力が生じた日まで継続して通算親法人との間で支配関係がある場合 

 その通算法人について通算承認の効力が生じた後にその通算法人と他の通算法人とで共同事業要

件を満たす場合 

お見逃しなく！ 

時価評価対象法人に該当する場合であっても、帳簿価額が 1,000万円に満たない固定資産、土地、有

価証券、金銭債権、繰延資産など、一定の時価評価資産がなければ時価評価の対象となりません。 


